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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月２４日（水） １５時３０分ごろ 

発生場所 北海道小樽
お た る

市新川
しんかわ

の第一新川橋下流 

 小樽市所在の樽川
たるかわ

三等三角点から真方位２０７°１,５６０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°０９.４′ 東経１４１°１３.８′） 

事故調査の経過  平成２５年８月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ＦＺ
エフゼット

－Ｓ
エス

、０.２トン 

   ２００－３９７５１北海道、個人所有 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１５４.５kＷ、平成２５年６月 

Ｂ 水上オートバイ ＵＬＴＲＡ
ウ ル ト ラ

３００ Ｘ
エックス

、０.１トン 

   ２００－３９４７２北海道、個人所有 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２１３kＷ、平成２４年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２４歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２３年７月１４日 

    免許証交付日 平成２３年７月１４日 

           （平成２８年７月１３日まで有効） 

  同乗者Ａ 女性 ２１歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２２年７月１５日 

    免許証交付日 平成２２年７月１５日 

           （平成２７年７月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷前部に凹損及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが、１人で乗り組み、同乗者Ａを後部座席に乗せ、
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遊走中、Ｂ船を認めて速力を競うことを思い立ち、船長Ｂに競走を申

し入れ、新川に架かる第一新川橋付近を発進し、河口に向けてＢ船と

並走しながら、約１００km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で北西

進中、Ｂ船がＡ船を追い越して間もなく左舷船首方至近からＡ船の航

行方向に向かって回頭して来ることを認めたが、どうすることもでき

ず、平成２５年７月２４日１５時３０分ごろＡ船の船首とＢ船の右舷

前部とが衝突した。 

 船長Ａ及び同乗者Ａは、衝突の勢いで投げ出され、船長ＡがＢ船の

前部に当たり、同乗者Ａが船長Ｂと接触し、それぞれ落水した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを後部座席に乗せ、仲

間の水上オートバイ４隻と共に新川を 遡
さかのぼ

って遊走していたところ、

船長Ａから競走を申し込まれ、第一新川橋付近を発進し、下流に向け

て航走を開始した。 

 Ｂ船は、約１１８km/h の速力で北西進中、先行するＡ船を右舷側に

約１０ｍ離して追い越し、Ａ船よりも約５ｍ～１０ｍ前方に出たと

き、左舷船首方から波高約０.５ｍの波を受け、船長Ｂがハンドルを

とられ、右方に回頭するとともに、速力が急激に落ち、同乗者Ｂが落

水し、船長Ｂが体勢を整えようとしたものの、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で投げ出された同乗者Ａと接触して落水した。

 Ａ船及びＢ船は、すぐにエンジンが停止し、新川の右岸及び左岸に

それぞれ流れ着き、船長Ａが、泳いでＡ船に戻り、船長Ｂ等を揚収し

てＢ船に行った後、新川河口右岸の海岸に移動し、被害の確認及び海

上保安庁への通報等の事後措置に当たった。 

 船長Ｂは左手第一中手骨基部骨折、同乗者Ａは頭部打撲を負った

が、船長Ａ及び同乗者Ｂに怪我
け が

はなかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船の最大搭載人員は、それぞれ３人であった。 

 船長Ａは、たまたまＢ船を見掛け、Ａ船及びＢ船が本事故当時それ

ぞれのメーカーで１番速力の出る船と言われていたことから、どちら

が早いか勝負することを思い立ち、競走を申し込んだものであった。

 船長Ｂは、新川に入れば、波がほとんどなく、海上に比べて水面が

穏やかであり、高速走行することができたことから、これまでに数

回、新川に来たことがあった。 

 船長Ｂの仲間の水上オートバイ４隻は、Ａ船及びＢ船に先行して河

口に戻っており、本事故発生場所付近には、航走波等の波が残ってい

た。 

 本事故発生場所付近の川幅は、約１００ｍであった。 

 船長Ａ、同乗者Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、全員が水着の上に救命

胴衣を着用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、第一新川橋下流において、Ｂ船と競走を行って並走して北

西進中、船長Ａが、衝突直前、Ｂ船が左舷船首方至近からＡ船の航行

方向に向かって回頭して来ることを認めたことから、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、第一新川橋下流において、Ａ船と競走を行って並走して北

西進中、左舷船首方からの波を受け、船長Ｂがハンドルをとられ、Ａ

船の航行方向に向かって回頭したことから、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、第一新川橋下流において、Ａ船及びＢ船が競走を行って

並走して共に北西進中、Ｂ船が、左舷船首方からの波を受け、船長Ｂ

がハンドルをとられ、Ａ船の航行方向に向かって回頭したため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイで遊走する際は、他船と競走を行うなどの危険な

操縦を慎み、安全運転を心掛けること。 

 


